
 
 
 
 
 

  

県内の環境保全活動及び自然保護活動の活性化を図るため、 

ＮＰＯ法人、ボランティア団体、市民活動団体等の非営利団体等

が行う環境保全や自然保護に係る自主的な事業を広く公募します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 対象団体 

県内に事務所があり、おおむね１年以上継続して環境保全又は自然保護に関する活動を行っている特定

非営利活動法人、ボランティア団体、市民活動団体等の非営利団体（法人格の有無は問わない。）です。

また、学校の課外活動等で環境保全や自然保護に関する活動を行う予定のグループも対象となります。 

〇 対象事業 

 

 

 

 

上記のいずれかに該当する事業で、令和８年３月15日までに完了するものです。 

ただし、国、県又は市町の助成やその他の公的助成を受ける事業は、対象になりません。 

 ※過去の助成団体やその事業内容は、県ホームページでご覧になれます。 

〇 応募方法 

所定の公募事業申込書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、令和７年１月10日（金）から 

３月21日(金)17：15までに、原則「えひめ電子申請システム（愛媛県）【手のひら県庁】」で提出してく

ださい。（電子申請での提出が困難な場合は事前に県庁環境・ゼロカーボン推進課に相談してください） 

※すべての応募団体に対して、受付のご連絡をします。提出後5日以内に連絡がない場合は、お手数ですが、

県庁環境・ゼロカーボン推進課までお問い合わせください。 

〇 審査方法 

 公募事業審査会でプレゼンテーション等による審査を行います。最終的には、外部委員を含む愛媛県「三浦

保」愛基金運営委員会で審査を行い、対象団体を決定します。 

 

 

 

(1) 補助対象経費の50万円以下の部分 
→ 補助率10/10以内（全額） 

(2) 補助対象経費の50万円を超える部分 
→ 補助率１/２以内(125万円を限度) 

(1)地球温暖化防止

の推進に関する事業 

愛媛県地球温暖化防止キャラクター
「ストッピー」 

(2)循環型社会の構築

に関する事業 

 

(3)自然環境の保全、

又は親しむ活動に関

する事業 

(4) 環境配慮意識の

醸成や環境配慮行動

の促進に関する事業 

 

えひめの環境保全・自然保護活動を応援！！ 

令和７年度愛媛県「三浦保」愛基金 

環境保全・自然保護分野公募事業の実施団体を募集します 

詳しくは、公募事業募集要領をご覧ください。 
（募集要領は、【https://miura-aikikin.jp】にも掲載しています。） 

助 成 額 は、１団体につき 

５０万円までは全額助成 

（最大１２５万円助成） 

https://miura-aikikin.jp/


＜ Ｑ ＆ Ａ ＞ 

Ｑ どんな経費が対象になるのですか。 

Ａ 以下のような経費です。 

費 目 経費の具体例 

賃 金 
イベント等で短期に雇用するアルバイトなどの賃金（団体のメンバーに対する

賃金は不可） 

報償費 講演会等の講師等に対する謝礼、謝礼品（酒類を除く）の購入など 

旅 費 
研修会等の講師招へいのための旅費 

研修会参加のための旅費など 

需用費 

消耗品費（各種用紙、封筒、単価が 50,000円未満の物品購入など） 

印刷代、写真の現像代、コピー代、燃料費、苗木・種子代など 

食糧費（講演会講師の弁当代など） 

役務費 
通信運搬費（切手、はがき等の郵便料など）、筆耕翻訳料（筆耕料、ワープロ

打ち代など）、保険料（ボランティア保険料など） 

委託料 イベント等での会場設営、映像ソフト制作など 

使用料・賃借料 会場使用料、レンタル料、リース料、バス借上げ代など 

原材料費 
自然公園等における遊歩道等の補修・整備、観察会の教材作成のための材料代

など 

その他 上記以外の経費で、特に必要と認められる経費 

 ※なお、団体等の維持管理経費は対象となりません。 
 
Ｑ 備品の購入は、対象になりますか。 
Ａ 上記のとおり、物品の購入は、単価が５万円未満の物となります。ただし、その他経費として、
当該事業に必要として審査会が特別に認めた場合は、５万円を超える物でも対象となることがあ
ります。また、５万円未満であっても、審査会で認められないこともあります。 

 
Ｑ 令和６年度に補助を受けましたが、令和７年度も続けて応募できますか。 
Ａ 同一団体であっても続けて応募することはできます。ただし、事業は単年度ですので、毎年審

査を受ける必要があります。（前年度事業からどう発展させていくのか説明してください。） 
 
Ｑ 学校におけるグループとは、どのようなものですか。 

Ａ 学校教育法（昭和２２年法律第26号）第1条に規定する学校における（ただし、小学校・中学
校・高等学校、高等専門学校（第３学年以下）及び特別支援学校は除く。）課外活動等で環境保
全又は自然保護活動を行っているグループです。したがって、通常の授業・カリキュラムのもの
は、対象となりません。なお、応募に当たっては、学校長等指導的立場の者が申込みを行う必要
があります。 

 

＜ その他 ＞ 

この事業は、県議会での予算の議決が前提となります。このため、今後、内容等が変更するこ

ともありますので、あらかじめご了承ください。 

【お問い合わせ・応募書類提出先】 

〒790-8570 松山市一番町四丁目４番地２  

愛媛県県民環境部環境局環境・ゼロカーボン推進課 環境企画グループ 

Tel ０８９－９１２－２３４６（係直通）  

【えひめ電子申請システム URL】 

 https://apply.e-tumo.jp/pref-ehime-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6089 

 
 

 「三浦保」愛基金のＰＲへの協力のお願い 

事業の実施に際し、チラシや配布資料に「三浦保」愛基

金のシンボルマーク及びロゴタイプを表示するなど、基

金事業の周知についてご協力をお願いします。 


